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お
知
ら
せ

宝
く
じ
の
助
成
を
受
け
て

整
備
し
ま
し
た

　
（
一
財
）自
治
総

合
セ
ン
タ
ー
で
は
、

宝
く
じ
の
社
会
貢

献
広
報
事
業
と
し

て
、
宝
く
じ
の
受

託
事
業
収
入
を
財

源
と
し
た
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
助
成
事
業

を
実
施
し
て
い
ま

す
。
こ
の
た
び
、

四
本
木
自
治
会
で
は
、
宝
く
じ
の
助
成
金
を

受
け
て
、
夏
祭
り
に
使
用
す
る
お
は
や
し
の

衣
装
等
を
整
備
し
ま
し
た
。

問 

い
合
わ
せ

　

 

総
務
課
人
権
推
進
・
市
民
活
動
担
当

障
が
い
者
自
動
車
等
燃
料
費
補
助
金

の
申
請
期
限
は
３
月
31
日
㈪
で
す

　
補
助
金
の
利
用
登
録
者
で
、
令
和
６
年
度

の
補
助
金
交
付
申
請
が
済
ん
で
い
な
い
人
は
、

年
度
内
の
申
請
が
必
要
で
す
。
期
限
を
過
ぎ

た
場
合
は
、
補
助
金
を
受
け
取
れ
な
く
な
る

た
め
、
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

申
請
は
、
窓
口
の
み
の
取
り
扱
い
と
な
り
ま

す
。

持 

ち
物　
障
が
い
者
手
帳
、
燃
料
費
の
領
収

書（
コ
ピ
ー
不
可
）、
振
込
先
が
分
か
る
も
の

問 

い
合
わ
せ　
障
が
い
福
祉
課
障
が
い
福
祉

担
当（
１
階
⑧
番
窓
口
）

就
学
援
助
制
度

　
日
高
市
立
の
小
・
中
学
校
に
通
う
子
ど
も

の
保
護
者
で
、
経
済
的
に
困
っ
て
い
る
人
に
、

学
用
品
費
、
修
学
旅
行
費
、
医
療
費
等
の
一

部
を
援
助
し
て
い
ま
す
。

対
象（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
）

〇
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る

〇 

市
民
税
が
非
課
税
ま
た
は
減
免
さ
れ
て
い
る

〇 

個
人
事
業
税
ま
た
は
固
定
資
産
税
が
減
免

さ
れ
て
い
る

〇 

国
民
年
金
保
険
料
ま
た
は
国
民
健
康
保
険

税
が
減
免
ま
た
は
猶
予
さ
れ
て
い
る

〇
そ
の
他
、
経
済
的
に
困
っ
て
い
る

持 

ち
物　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し

※
住
民
票
の
写
し
の
場
合
は
、
写
真
付
き
の

本
人
確
認
が
で
き
る
も
の（
運
転
免
許
証
等
）

も
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
住
民
票
の
写
し
は
、
市
民
課（
１
階
②
番
窓

口
）で
発
行（
１
通
２
０
０
円
）し
て
い
ま
す
。

軽
自
動
車
・
バ
イ
ク
の

廃
車
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

　
軽
自
動
車
税
は
、
４
月
１
日
現
在
の
所
有

者（
登
録
者
）に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
他
人
に
譲
っ
た
り
、
使
用
で
き
な
く
な
っ

た
軽
自
動
車
・
バ
イ
ク
は
、
３
月
中
に
名
義

変
更
や
廃
車
の
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。
廃

保険年金課
国民年金・医療費担当

ね・ん・き・ん
ミ ニ 知 識

　日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、
国民年金への加入が法律で義務付けられています。
会社等を退職（失業）したときは、厚生年金保険から
国民年金への切り替え手続きが必要です。また、扶
養している配偶者がいる場合、配偶者も切り替え手
続きが必要となりますので、併せて手続きをしてく
ださい。
　なお、保険料を納めることが経済的に困難な場合
は、保険料の免除制度があります。詳しくは下記へ
ご相談ください。
持ち物
○ マイナンバーカードまたは写真付きの本人確認が
できるもの（運転免許証等）

○ 退職日が確認できる書類（退職証明書、社会保険
資格喪失証明書等）

○ 保険料の免除制度を申請する場合…雇用保険受給
資格者証や雇用保険被保険者離職票等、失業して
いることを確認できる公的機関の証明の写し

問 い合わせ　保険年金課国民年金・医療費担当
　（１階④番窓口）

会社を退職（失業）した人へ
国民年金への変更手続きは
お済みですか？

申 

し
込
み　
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

書
類（
児
童
扶
養
手
当
証
書
の
写
し
等
）を

添
え
て
直
接
左
記
へ

※
申
請
書
は
左
記
で
受
け
取
る

ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

※
既
に
認
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
提
出
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ　
学
校
教
育
課
学
務
担
当

車
等
の
手
続
き
を
し
な
い
と
、
軽
自
動
車
税

が
引
き
続
き
課
税
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
月

末
は
窓
口
が
混
み
合
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま

す
の
で
、
早
め
に
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
標
識（
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
）の
盗

難
・
紛
失
で
廃
車
等
の
手
続
き
が
で
き
な
い

場
合
は
、
税
務
課
資
産
税
担
当（
１
階
⑫
番

窓
口
）へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

○ 

軽
自
動
車
…
軽
自
動
車
検
査
協
会
埼
玉
事
務

所
所
沢
支
所
☎
０
５
０－

３
８
１
６－

３
１
１
１

○ 

１
２
５
㏄
を
超
え
る
二
輪
車
…
関
東
運
輸

局
埼
玉
運
輸
支
局
所
沢
自
動
車
検
査
登
録

事
務
所
☎
０
５
０－

５
５
４
０－

２
０
２
９

○ 

原
動
機
付
自
転
車（
１
２
５
㏄
以
下
）、
小

型
特
殊
自
動
車
…
税
務
課
資
産
税
担
当

（
１
階
⑫
番
窓
口
）
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令
和
６
年
度
住
民
税
非
課
税
世
帯

支
援
臨
時
給
付
金

　
継
続
す
る
物
価
高
を
乗
り
切
る
た
め
の
当

面
の
支
援
措
置
と
し
て
、
特
に
物
価
高
の
影

響
を
受
け
る
住
民
税
非
課
税
世
帯
に
対
し
給

付
金
を
給
付
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

給 

付
対
象
世
帯　
基
準
日（
令
和
６
年
12
月

13
日
）に
お
い
て
、
市
に
住
民
登
録
が
あ

り
、
世
帯
全
員
の
令
和
６
年
度
分
の
住
民

税
が
非
課
税
で
あ
る
世
帯

※
対
象
と
な
る
世
帯
に
は
、「
お
知
ら
せ（
手

イ
ベ
ン
ト

募
集

パ
パ
・
マ
マ
応
援
シ
ョ
ッ
プ

優
待
カ
ー
ド
が
新
し
く
な
り
ま
す

　

現
在
の
「
パ
パ
・
マ

マ
応
援
シ
ョ
ッ
プ
優
待

カ
ー
ド
」
は
、
３
月
末

日
が
有
効
期
限
で
す
。

　

県
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア

カ
ウ
ン
ト
「
埼
玉
県
庁
」

で
表
示
さ
れ
る
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
い
る
人

は
、
自
動
的
に
新
し
い
カ
ー
ド
に
切
り
替
わ

り
ま
す
の
で
、
更
新
手
続
き
は
不
要
で
す
。

紙
の
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
い
る
人
は
、
こ
の

機
会
に
便
利
な
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
版
カ
ー
ド
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

対 

象　
18
歳
到
達
後
最
初
の
年

度
末
を
迎
え
る
ま
で
の
子
ど

も（
県
内
在
住
、在
園
、在
学
の
い
ず
れ
か
）

ま
た
は
妊
娠
中
の
人
が
い
る
家
庭

問 

い
合
わ
せ　
子
育
て
応
援
課
子
育
て
応
援

担
当（
１
階
⑥
番
窓
口
）

「
第
27
期
ひ
・
ま
わ
り
探
検
隊
」

体
験
教
室
指
導
者（
団
体
）募
集

　
市
で
は
、
市
内
の
小

学
生
を
対
象
に
、
夏
休

み
期
間
を
利
用
し
て
、

子
ど
も
た
ち
の
郷
土
愛

を
育
み
、
地
域
の
大
人
た
ち
と
の
交
流
の
場

を
作
る
こ
と
を
目
的
に
、「
ひ
・
ま
わ
り
探

検
隊
」
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
例
年
、
３
０
０
人
以
上
が
隊
員
登
録
を
行

い
、
市
内
に
設
置
し
た
探
検
ス
ポ
ッ
ト
の
探

検
や
、
公
民
館
サ
ー
ク
ル
・
企
業
・
学
校
等

が
指
導
者
と
な
り
実
施
す
る
教
室
で
貴
重
な

体
験
を
し
て
い
ま
す
。

　
当
事
業
の
趣
旨
に
賛
同
い
た
だ
き
、
体
験

教
室
の
指
導
者
と
し
て
協
力
し

て
い
た
だ
け
る
人（
ま
た
は
団

体
）を
募
集
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
左
記
ま
た
は
各
公
民
館
に
備

え
て
あ
る
募
集
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問 

い
合
わ
せ　
生
涯
学
習
課
生
涯
学
習
担
当

（
ひ
・
ま
わ
り
探
検
隊
本
部
）

令
和
７
年
度
国
税
専
門
官
採
用
試
験

　
国
税
局
や
税
務
署
に
お
い
て
、
税
の
ス
ペ

シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
働
く
国
税
専
門
官（
国

家
公
務
員
）を
募
集
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
人
事
院
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

〇 

人
事
院
試
験
課

　

 

☎
03－

３
５
８
１－

５
３
１
１（
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
申
し
込
み
の
問
い
合
わ
せ
の
み
）

〇 

関
東
信
越
国
税
局
人
事
第
二
課

　

 

☎
０
４
８－

６
０
０－

３
１
１
１（
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
申
し
込
み
以
外
の
問
い
合
わ
せ
）

外
国
の
言
葉
で

メ
ッ
セ
ー
ジ
カ
ー
ド
を
作
ろ
う
！

　
外
国
人
の
ス
タ
ッ
フ
と
共
に
子
ど
も
た
ち

が
、
ベ
ト
ナ
ム
語
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
な
ど

で
「
あ
り
が
と
う
」「
が
ん
ば
れ
」
な
ど
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
カ
ー
ド
を
作
り
ま
す
。
親
子
で

奮
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時　
３
月
22
日
㈯　
午
前
10
時
〜
正
午　

場
所　
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

対 

象　
未
就
学
児
、
小
学
生
、
保
護
者（
未

就
学
児
は
保
護
者
同
伴
）

人
数　
20
人

講
師　
日
高
市
国
際
交
流
協
会

費
用　
無
料

申 

し
込
み　
３
月
14
日
㈮
ま
で

に
、
入
力
フ
ォ
ー
ム
、
電
話

ま
た
は
メ
ー
ル
で
左
記
へ

※
メ
ー
ル
で
申
し
込
み
の
場
合
、
名
前
、
電

話
番
号
、
参
加
人
数
を
記
載
く
だ
さ
い
。

問 

い
合
わ
せ

　
日
高
市
国
際
交
流
協
会（
総
務
課
内
）

　
☎
０
４
２－

９
８
９－

２
１
１
１

　

 
 hidaka.hifa@

gm
ail.com

▲新カード（表面）

続
き
不
要
）」
ま
た
は
「
確
認
書（
手
続
き
必

要
）」
を
送
付
し
ま
す
。
確
認
書
が
届
い
た

人
は
、
必
要
事
項
を
記
載
し
返
送
し
て
く
だ

さ
い
。

※
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
人
の
扶
養
親

族
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
世
帯
、
租
税
条

約
に
よ
る
免
除
適
用
の
届
け
出
に
よ
り
市
民

税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
人
を
含
む
世
帯
等
は

除
き
ま
す
。

※
令
和
６
年
１
月
２
日
か
ら
12
月
13
日
ま
で

に
転
入
し
た
人
が
い
る
場
合
や
住
民
税
が
未

申
告
の
人
が
い
る
場
合
、
市
か
ら
確
認
書
が

届
き
ま
せ
ん
の
で
、
手
続
き
が
必
要
で
す
。
給

付
対
象
世
帯
で
給
付
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
申

請
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

返
送
・
申
請
期
限

　
４
月
30
日
㈬（
消
印
有
効
）

問 

い
合
わ
せ　
生
活
福
祉
課
臨
時
特
別
給
付

金
担
当（
１
階
⑩
番
窓
口
）

保
育
士
資
格
を
お
持
ち
の
人
へ

保
育
士
応
援
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

「
埼
玉
保
育
ナ
ビ
」

　
県
で
は
、
保
育
士
、
保
育
士
を
目
指
す
人

に
役
立
つ
情
報
を
提
供
す
る
た
め
、
保
育
士

応
援
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
「
埼
玉
保
育
ナ
ビ
」

を
作
成
し
ま
し
た
。「
埼
玉
保
育
ナ
ビ
」で
は
、

就
職
イ
ベ
ン
ト
や
助
成
金
、
研
修
情
報
な
ど

を
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
ま
た
は
Ｌ
Ｉ

Ｎ
Ｅ
に
登
録
す
る
と
、
県
か
ら

支
援
施
策
を
プ
ッ
シ
ュ
型
で
配

信
し
ま
す
。
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に

「
埼
玉
保
育
ナ
ビ
」
に
ご
登
録
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　
県
こ
ど
も
支
援
課

　
☎
０
４
８－

８
３
０－

３
３
４
９
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